
鳥取県情報公開条例（平成 12 年鳥取県条例第２号。以下「条例」という。）第 41 条の規定により、平成 22 年

４月１日から平成 23 年３月 31 日までの間の各実施機関における条例の運用状況を次のとおり公表する。

平成 23 年５月 27 日

鳥取県知事 平 井 伸 治

１ 公文書開示請求の件数及び処理状況

（件）

処 理 状 況

請求件数 開 示 部分開示 非開示 取下げ 不存在 存否応答

拒否

処理中

273 212 44 １ 13 ９ ０ ０

(注１) 「公文書開示請求」とは、条例第６条に規定する公文書の開示請求をいう。以下同じ。

(注２) 請求件数と処理状況欄の件数の合計が異なるのは、１件の請求に対して２つ以上の開示決定等を行っ

たものがあるからである。

２ 公文書開示請求の実施機関別内訳

（件）

実 施 機 関 公文書開示請求

統轄監 ２

防災局 ０

総務部 14

企画部 ４

文化観光局 ０

福祉保健部 14

生活環境部 32

商工労働部 ０

農林水産部 17

県土整備部 ８

行政監察監 ９

会計管理者 ０

東部総合事務所 56

八頭総合事務所 ０

中部総合事務所 25

西部総合事務所 17

日野総合事務所 １

知事（知事部局）

小 計 199

知事（企業局） ０

教育委員会 38

公安委員会 ０

警察本部長 21

選挙管理委員会 11



人事委員会 １

監査委員 ０

労働委員会 ０

収用委員会 ０

海区漁業調整委員会 ０

内水面漁場管理委員会 ０

病院事業管理者 ６

地方独立行政法人鳥取県産業技術センター ０

鳥取県住宅供給公社 ０

鳥取県土地開発公社 ０

合 計 276

(注) １の請求件数欄の件数と２の合計欄の件数が異なるのは、１件の請求が２つ以上の部局にまたがるもの

があるからである。

３ 不服申立ての件数及び処理状況

（件）

処 理 状 況

鳥取県情報公開審議会 不服申立てに対する決定等件 数

諮 問 審議中 答 申 認 容 一部認容 棄 却 却 下 検討中 取下げ

１ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０


